
公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

令和元年度航空機騒音自動測定装置等の保
守点検等委託業務

一式

支出負担行為担当官
北関東防衛局長　松田　尚久
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

令和元年10月9日
リオンサービスセンター株式会社
東京都八王子市兵衛２丁目２２番２
号

2010101004467 一般競争入札 5,452,249円 5,390,000円 98.86%

入間飛行場周辺（元）住宅防音事業に係る
事務手続補助等業務（その２）

一式

支出負担行為担当官
北関東防衛局長　松田　尚久
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

令和元年10月10日
行政書士服部事務所
埼玉県川越市南台２－２－５４

－ 一般競争入札 9,961,681円 5,423,220円 54.44%

入間飛行場周辺（元）住宅防音事業に係る
事務手続補助等業務（その３）

一式

支出負担行為担当官
北関東防衛局長　松田　尚久
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

令和元年10月10日
行政書士服部事務所
埼玉県川越市南台２－２－５４

－ 一般競争入札 9,961,681円 5,916,240円 59.39%

入間飛行場周辺（元）住宅防音事業に係る
事務手続補助等業務（その４）

一式

支出負担行為担当官
北関東防衛局長　松田　尚久
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

令和元年10月10日
行政書士服部事務所
埼玉県川越市南台２－２－５４

－ 一般競争入札 9,961,681円 6,162,750円 61.86%

入間飛行場周辺（元）住宅防音事業に係る
事務手続補助等業務（その５）

一式

支出負担行為担当官
北関東防衛局長　松田　尚久
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

令和元年10月10日
行政書士服部事務所
埼玉県川越市南台２－２－５４

－ 一般競争入札 9,961,681円 7,395,300円 74.24%

入間飛行場周辺（元）住宅防音事業に係る
事務手続補助等業務（その６）

一式

支出負担行為担当官
北関東防衛局長　松田　尚久
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

令和元年10月10日
芝田行政書士事務所
静岡県静岡市駿河区中田三丁目１番
１０号

－ 一般競争入札 9,961,681円 7,395,300円 74.24%

横田飛行場周辺（元）住宅防音事業に係る
事務手続補助等業務（その１）

一式

支出負担行為担当官
北関東防衛局長　松田　尚久
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

令和元年10月10日
行政書士井田道子事務所
東京都練馬区関町北５－１９－３２
－Ⅲ７０７

－ 一般競争入札 9,766,380円 5,254,700円 53.80%

横田飛行場周辺（元）住宅防音事業に係る
事務手続補助等業務（その２）
一式

支出負担行為担当官
北関東防衛局長　松田　尚久
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

令和元年10月10日
行政書士井田道子事務所
東京都練馬区関町北５－１９－３２
－Ⅲ７０７

－ 一般競争入札 9,766,380円 6,683,600円 68.43%

横田飛行場周辺（元）住宅防音事業に係る
事務手続補助等業務（その３）

一式

支出負担行為担当官
北関東防衛局長　松田　尚久
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

令和元年10月10日
行政書士篠原法務事務所
埼玉県川越市大字小堤５８８－３

－ 一般競争入札 9,766,380円 7,128,000円 72.99%

横田飛行場周辺（元）住宅防音事業に係る
事務手続補助等業務（その４）

一式

支出負担行為担当官
北関東防衛局長　松田　尚久
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

令和元年10月10日
芝田行政書士事務所
静岡県静岡市駿河区中田三丁目１番
１０号

－ 一般競争入札 9,766,380円 7,128,000円 72.99%

百里飛行場周辺（元）住宅防音事業に係る
事務手続補助等業務（その１）

一式

支出負担行為担当官
北関東防衛局長　松田　尚久
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

令和元年10月10日
一般財団法人防衛施設協会
神奈川県大和市下鶴間１７８１－１
３　関水ビル２階

2010405000781 一般競争入札 9,864,825円 3,907,178円 39.61%

公益法人の場合

備考

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の

名称及び所在地
契約を締結した日 契約の相手方の商号又は名称及び住所 法人番号

一般競争入札・指
名競争入札の別
（総合評価の実

施）

予定価格 契約金額 落札率

付紙様式第３



公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

公益法人の場合

備考

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の

名称及び所在地
契約を締結した日 契約の相手方の商号又は名称及び住所 法人番号

一般競争入札・指
名競争入札の別
（総合評価の実

施）

予定価格 契約金額 落札率

付紙様式第３

百里飛行場周辺（元）住宅防音事業に係る
事務手続補助等業務（その２）

一式

支出負担行為担当官
北関東防衛局長　松田　尚久
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

令和元年10月10日
一般財団法人防衛施設協会
神奈川県大和市下鶴間１７８１－１
３　関水ビル２階

2010405000781 一般競争入札 9,864,825円 3,418,780円 34.66%

下総及び木更津飛行場周辺（元）住宅防音
事業に係る事務手続補助等業務（その１）

一式

支出負担行為担当官
北関東防衛局長　松田　尚久
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

令和元年10月10日
柏中央行政書士事務所
千葉県柏市中央１－３－３０－２０
３

－ 一般競争入札 6,339,399円 5,534,980円 87.31%

令和元年度陸上自衛隊練馬駐屯地外２６施
設の使用料算定（土地、建物）に係る不動
産鑑定評価業務
一式

支出負担行為担当官
北関東防衛局長　松田　尚久
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

令和元年10月23日

株式会社共立不動産鑑定事務所
東京都渋谷区渋谷１丁目１２番１２
号

7011001006318 一般競争入札 3,372,820円 3,000,800円 88.97%

横田飛行場周辺（元）住宅戸数調査及び実
績突合業務

一式

支出負担行為担当官
北関東防衛局長　松田　尚久
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

令和元年10月25日
玉野総合コンサルタント株式会社
東京都荒川区西日暮里２－２６－２

4180001031246 一般競争入札 26,400,000円 13,090,000円 49.58%

令和元年度由木通信所跡地土壌汚染調査
（概況調査等）

一式

支出負担行為担当官
北関東防衛局長　松田　尚久
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

令和元年10月25日

アジア航測株式会社DS営業部
神奈川県川崎市麻生区万福寺１丁目
２番２号新百合トウェンティワン６
階

6011101000700 一般競争入札 12,984,720円 5,032,500円 38.76%

令和元年度定期健康診断及び特別健康診断

一式

支出負担行為担当官
北関東防衛局長　松田　尚久
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

令和元年10月29日
医療法人社団　新虎の門会
東京都江東区北砂７－６－２

5010605001767 一般競争入札 3,482,930円 2,160,675円 62.04% 【単価契約】

宇都宮防衛事務所ほか多機能電話機の借上
（令元５国債）

一式

支出負担行為担当官
北関東防衛局長　松田　尚久
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

令和元年10月29日
日本フォームサービス株式会社
東京都江東区亀戸４丁目３６番１４
号

1011701006077 一般競争入札 4,054,160円 2,079,550円 51.29%

令和元年度陸上自衛隊習志野演習場外７施
設の使用料算定（土地）に係る不動産鑑定
評価業務
一式

支出負担行為担当官
北関東防衛局長　松田　尚久
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

令和元年10月29日
株式会社共立不動産鑑定事務所
東京都渋谷区渋谷一丁目12番12号

7011001006318 一般競争入札 1,775,400円 1,760,000円 99.13%

横田防衛事務所（元）庁舎耐震診断

一式

支出負担行為担当官
北関東防衛局長　松田　尚久
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

令和元年10月30日
株式会社構研設計事務所
東京都昭島市宮沢１丁目６番３０号

4012801002062 一般競争入札 2,287,817円 1,430,000円 62.50%

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。


